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過年度所得に係る英国での法人税等の納付実施に関するお知らせ 

 

 当社は、2024 年３月 25 日、過年度の所得について、英国歳入関税庁（正式名称：HM Revenue 

& Customs、以下「HMRC」）に対して法人税等の納付（以下「本件納税」）を行うことを決定しま

した。これに伴い、下記のとおり、2024年３月期において法人税等を計上する予定でありますの

で、お知らせいたします。 

記 

 

１．本件納税の経緯・内容 

当社は、2009年に、英国のファンド運用助言会社に対して出資（2％以下）しました。以来、

当社グループは当該投資から分配利益（以下「分配利益」）を受領しているところ、現時点まで

の利益総額は約 42億円に上っており、日本で法人税を納付しております。 

当社は分配利益の英国税法上の取扱いについて HMRCとの対話を重ねて参りましたが、この

度、HMRCより英国において納税を行うべきとの指摘を受けるに至りました。当社は、国際税

務専門家、および英国税法の弁護士等の助力も得て、HMRCの見解を検討しましたが、総合的

な判断として、2010 年から 2023 年３月末までに受領した分配利益に係る英国の法人税等を納

付することを本日決定し、近日中に HMRCに対して延滞税を含めた合計￡8,002,411.28（2024年

３月 25 日現在 円貨換算額概算 15億円）を納付する予定であります。 

 

２．本件に伴う当社グループ業績への影響 

当社は、分配利益に関して日本で法人税を納付しているため、日本の法人税法において認め

られる範囲で、本年度税務申告において、過年度分を含めて外国税額控除等の適用を受ける予

定であり、本件に関する全体的な影響額は上記１．に記載した納付予定の税金額以下となる見

込みとなっております。 

当社は、本件納税に伴い、2024年３月期における法人税等として、当社の想定では概算 7億

円を計上する見込みです。 

 

 

 

 



２ 

 

当社は、2024 年度３月期年度業績に関して業績予想を公表していないところ、第３四半期ま

での当社グループの業績実績は以下のとおりであります。 

 

当社グループは、関係法令の遵守を経営の基本的方針としており、今後も関係法令に従って、

適切な納税に努めて参ります。 

 

（参考）当社グループ業績の概況（単位：百万円） 

 
営業収益 経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

2024 年３月期 

第３四半期累計業績 
64,590 11,467 7,123 

2023 年３月期 

年度業績 
73,383 6,346 1,953 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせは、広報・IR部 03-3517-8618 までお願いいたします。 


